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地方独立行政法人化！ 

もっとよりそう都立病院へ 

 

新型コロナウイルス感染
症に関わる休暇について 

 小池都知事は、COVID-19 の感染が拡

大を続けるさなかにも関わらず3月31日

に、22年度中に都立・公社病院を地方独

立行政法人化する方針を盛り込んだ「新

たな病院運営改革ビジョン～大都市東京

を医療で支え続けるために～」を発表しま

した。この間COVID-19 の拡大で明らか

になったことは、都立・公社病院が担う感

染症医療は、独立採算制度にはなじまな

いということです。人件費率を50％以下に

抑えることがビルトインされた地方独立行

政法人は、今回のCOVID-19 のように地域住民の命を守るために積極的に取り組んだ結果、採算が悪化

すれば職員の労働条件を切り下げます。住民のために働けば働くほど、自分たちの労働条件が悪化する。

これでは働き続けることができなくなります。小池都知事が今行うべきことは、都立・公社病院に人と資源を

集中させ命を守る砦として充実させることです。 

  

●職員や同居の親族に発熱等の症状があり、勤

務しないことがやむを得ないと認められた時 

●職員や同居の親族が新型コロナウイルス感染

症に罹患し、就業制限を受けた場合 

●子どもが新型コロナウイルス感染症対策に伴

う学校等の臨時休校その他の事情により、職員

が子どもの世話を行うため 

上記の場合 事故欠勤（有給）が認められます！！ 
（※公社の場合は事故休暇） 

布マスク配布に200億。私たちの税金は、もっと有効に使ってほしい。 

        安倍首相は7日、7都府県を対象   

       に緊急事態宣言を発令しました。  

      期間は5月6日までの1ヶ月間です。 

 

 そんな今、最も酷な状況に直面しているのは病
院職員です。東京がパニックに陥っていないの
は、都民の命を懸命に守る医療従事者の皆様の努
力のおかげです。毎日本当にお疲れ様です。お困
り事がございましたらいつでもご相談ください。 

 

 

 病院支部書記局の運営時間ならびに電話受付時
間を下記の通りに短縮いたします。 

 

【書記局運営時間】10：00～16：00 

【電話受付時間】11：00～15：00 

 


